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玖珠町農業委員会議事録 
 
１． 開催日時 令和６年８月９日（金曜日） 午後１時３０分 
 
２． 開催場所 玖珠町役場 ３階 大会議室 
 
３． 出席農業委員 

１番 （欠席）   ２番 江藤 徳幸  ３番 繁田 郁子 
４番 藤本 太一  ５番 小野 文隆  ６番 武石 俊一    
７番 安藤 慎八（会⾧） 

 
４．出席農地利用最適化推進委員 
       １番 小雲 基廣  ２番 ⾧尾亀世美  ３番 衞藤 榮一 

４番 （欠席）   ５番 藤原 善和   ６番 渡邉 清文 
７番 石井由美子  ８番 藤本 哲朗   ９番 （欠席） 
１０番（欠席）  １１番 松方 洋一 １２番 （欠席） 

 
５．議事日程 
       議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

     議案第２号 農地法第 5 条第１項に規定する許可申請について 

議案第３号 農用地利用集積計画について 

報告第１号 農用地利用集積等促進計画について 

報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

（相続） 

報告第３号 農地法第１８条合意解約通知書について 

 
 

６．出席農業委員会事務局職員 
事務局⾧   井村 剛秀    主幹（統括） 梅木 嘉子 

  主幹         鶴窪 秀夫    主査     樋口 亜衣子 
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７．会議の概要 

事務局⾧ 

 

 

 

 

会⾧ 

 

事務局⾧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議⾧ 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

お忙しい中お集まりいただき、ありがとうございます。 

ただ今より令和６年８月定例総会を開催します。 

では、着席して進めさせていただきます。 

では、安藤会⾧あいさつをお願いします。 

 

(あいさつ) 

 

ありがとうございました。 

農業委員定数７名に対して、６名の出席です。玖珠町農業委員会

会議規則第６条の規定により、会議が成立していることを報告しま

す。 

次に、議案に上程いたしました案件について質疑等がございまし

たら、議⾧の承認のうえ発言をお願いします。 

 また、総会の開催中は携帯電話をお切りください。離席する場合

は議⾧の許可をもらってください。 

それでは、議⾧の選出ですが、玖珠町会議規則第４条の規定によ

り会⾧が議⾧となります。 

以後の議事の進行につきましては、安藤会⾧よろしくお願いしま

す。 

 

 本日の議事録署名人の指名ですが、4 番藤本委員、5 番小野委員、

よろしくお願いします。 

なお、農地利用最適化推進委員におかれましては、議決権はあり

ませんが、質疑等ございましたら、各議事の中で、ご意見をお願い

します。それでは議事に入ります。議案第１号農地法第３条第１項

の規定による許可申請について、事務局説明をお願いします。 

  

 お疲れさまです。 

座って説明いたします。議案集１ページをお開きください。 

議いたします。 

番号１番 大字小田字柿ノ木田〇〇番外２筆です。登記簿地目は

田で、面積は、５，０８０㎡です。申請者及び譲受人は、大字〇〇

の〇〇〇〇さんです。土地の譲渡人は、〇〇県の〇〇〇〇さんです。
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議⾧ 

 

 

２番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

譲渡目的は売買です。担当委員は、２番委員です。 

 

番号２番 大字太田松信〇〇番〇外２筆です。登記簿地目は田

で、合計面積は、１，９０２㎡です。申請者及び譲受人は、大字〇

〇の〇〇〇〇さんです。土地の譲渡人は、大字〇〇の〇〇〇〇さん

です。譲渡目的は売買です。担当委員は、５番委員さんです。 

 

番号３番 大字山田今村〇〇番〇です。登記簿地目は田で、合計

面積は、１，０１０㎡です。申請者及び譲受人は、〇〇町の〇〇〇

〇さんです。土地の譲渡人は、大字〇〇の〇〇〇〇さんです。譲渡

目的は売買です。担当委員は、３番委員さんです。 

 

続いて２ページをお開きください。 

番号４番 大字大隈字中島〇〇番〇です。登記簿地目は畑で、面

積は、３８９㎡です。申請者及び譲受人は、〇〇の〇〇〇〇さんで

す。土地の譲渡人は、大字〇〇の〇〇〇〇さんです。譲渡目的は売

買です。担当委員は、３番委員さんです。 

以上です。 
 

それでは担当委員の説明ですが、番号 1 を 2 番委員、番号２を５

番委員、番号３番と番号４番を３番委員お願いします。 

 

それでは、番号 1 の調査報告をいたします。 

７月２３日に申請人の〇〇〇〇さんと私で現地の立ち合いをし

ました。土地の所在については、〇〇の〇〇〇〇から１００ｍ進み、

南へ３０ｍの所に位置しています。白ネギやナス、トマトなどを中

心とした専業農家の譲受人が取得し耕作する計画です。現況は田で

す。白ネギとナスを作付けする計画です。権利の内容は所有権の移

転で、譲渡人が遠方に居住しているため農業に従事することが出来

ないという事情からの権利の移動です。譲受人の通作距離は約１．

３ｋｍで通作可能です。 

譲受人の経営農地は全て耕作・管理されており、農機具の所有状
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２番委員 

 

 

 

議⾧ 

 

５番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議⾧ 

 

3 番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３番委員 

 

 

 

況はトラクターや田植え機などで、農業従事者は本人と奥さんと２

名で、取得後の耕作に問題ありません。 

以上報告を終わります。 

 

続きまして番号２を 5 番委員さんお願いします。 

 

番号２の調査結果を報告します。 

７月２０日、申請者の〇〇〇〇さん、推進委員と現地の立ち合い

を行いました。土地の所在は大字〇〇の県道〇〇号線沿いです。〇

〇〇のすぐ傍に位置しています。水稲を中心とした専業農家の譲受

人が取得し耕作する計画です。譲渡人が高齢であることと後継者が

いないことから、所有権の移転をして耕作、管理する計画です。通

作距離は２００ｍで耕作可能です。農機具はトラクターやコンバイ

ン、田植機などを所有しており耕作に問題はありません。耕作は奥

さんと二人で行うということで、畑についてもハウスを整備して野

菜を栽培する計画です。 

 

続きまして番号３番と番号４番を３番委員さんお願いします。 

 

番号３の調査結果を報告します。 

８月５日、申請者の〇〇〇〇さんと事務局で現地の立ち合いを行

いました。土地の所在は〇〇〇から〇〇〇に抜ける町道沿いに位置

しています。健康食材、果物類を中心とした栽培を行う譲受人が取

得し耕作する計画です。現況は田でビーツを作付けする計画です。

権利の内容は所有権の移転で、譲渡人が売買するという事情によ

る、権利の移動です。譲受人の通作距離は、約２０ｋｍを車で１５

分かけて通作する計画で耕作は可能です。譲受人の経営農地は全て

耕作・管理されており、農機具の所有状況はトラクターなどで、農

業従事者は本人のみの予定です。取得後の耕作に問題ありません。 

以上報告を終わります。 

 

番号 4 の調査結果を報告します。 

８月５日、申請者の〇〇〇〇さんと事務局で現地の立ち合いを行

いました。土地の所在は、大字〇〇で〇〇〇に隣接する場所に位置

しています。水稲を中心とした専業農家の譲受人が取得し、耕作す
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３番委員 

 

 

 

 

 

 

議⾧ 

 

 

 

 

 

農業委員 

 

議⾧ 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る計画です。現況は田で、水稲を作付けする計画です。 

権利の内容は所有権の移転で、譲渡人が、売買する事情による、

権利の移動です。譲受人の通作距離は、居住地の前であり耕作可能

です。譲受人の経営農地は全て耕作・管理されており、農機具の所

有状況はトラクターや田植え機などで、農業従事者は本人と家族 

の３名で、取得後の耕作に問題ありません。以上報告を終わります。 

 

それでは、番号 1 から番号４について質疑に入ります。 

質疑がある方は挙手でお願いいたします。 

 無いようでしたら採決します。 

議案第１号 農地法第３条第１項の規定よる許可申請について、

原案どおり賛成の農業委員は挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

全員賛成です。議案第１号は原案のとおり決定いたします。 

 

次に、議案第２号 農地法第５条第１項に規定する許可申請につ

いて、事務局説明をお願いします。 

 

議案第２号 農地法第５条第１項の規定による許可申請につい

てご説明いたします。 

 

番号１番 大字山田字乙子田〇〇番〇です。〇〇〇の隣接の農地

です。登記簿地目は田、面積は、６８３㎡です。申請者は、〇〇の

〇〇〇〇さん、転用目的は、自己の住宅を建築するためです。担当

委員は、３番委員さんです。 

 

番号２番 大字山田字今村〇〇番〇です。登記簿地目は田、面積

は、３８８㎡です。申請者は、〇〇の〇〇〇〇さん、転用目的は、

自己の住宅を建築するためです。担当委員は、３番委員さんです。 

 

番号 2 について補足をします。 

番号２の農地の隣 

接地が、１ページの３条で説明をしました番号３の隣接地になり
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議⾧ 

 

 

３番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３番委員 

 

 

 

 

 

 

ます。この二つの農地は、もともと一筆でしたが、番号２の〇〇さ

んが、転用するにあたって、農振除外を行いまして農地の一部を分

筆している状況です。農地の所有者は、〇〇〇〇さんで、自宅は、

農地の裏側に隣接しています。今回、１ページ番号３と、転用によ

り、〇〇〇〇さんの自宅の前は、〇〇〇〇さんの住宅、〇〇〇〇さ

んの農地となり、現在、〇〇〇〇さんの自宅まで進入路として使用

していた箇所については、これまでと同様には使用出来なくなりま

すが、自宅への進入路は、北側の道路を使用しているため、支障な

い旨確認しています。また、〇〇〇〇さんが購入する農地〇〇番〇

は、〇〇〇〇さんが分筆した農地に隣接して狭い部分があります

が、境界は、杭を打っており、８月５日に双方で現地確認をした際

に、境界の確認をしています。分筆の際に、当事者の事由で細⾧い

部分を残したようです。 

以上です。 

 

それでは担当委員の説明ですが、 

番号１と番号 2 を３番委員お願いします。 

 
番号１の調査結果を報告します。 

８月５日、申請者の〇〇〇〇さん、事務局と現地の立会いを行い

ました。土地の所在は、大字〇〇 〇〇〇の南側の〇〇〇の隣に位

置しています。田を宅地に転用する計画です。現況は田の状態です。

周囲には農地や宅地が存在し、隣接農地所有者の同意書も添付さ

れ、隣接の農地や宅地等には影響のない計画です。権利の内容は所

有権の移転です。具体的な利用内容は自己の一般住宅で、今年中に

着工し、来年の１０月までには完了する予定です。土砂の流出又は

崩壊その他の災害の発生、周辺の農地に係る営農条件に支障を生ず

る恐れはありません。以上報告を終わります。 

 

番号２の調査結果を報告します。 

８月５日、申請者の〇〇〇〇さん、事務局と現地の立会いを行い

ました。土地の所在は、大字〇〇で〇〇〇から〇〇〇に向けた町道

に隣接する場所に位置しています。田を一般住宅に転用する計画で

す。現況は田の状態です。周囲には農地や宅地が存在し、隣接農地

所有者の同意書も添付され、隣接の農地や宅地等には影響のない計
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議⾧ 

 

 

 

 

 

７番委員（会⾧） 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

議⾧ 

 

農業委員 

 

事務局 

 

 

 

 

議⾧ 

 

 

 

農業委員 

 

画です。権利の内容は所有権の移転です。具体的な利用内容は自己

の一般住宅で、今年中に着工し、来年の夏までに完了する予定です。

土砂の流出又は崩壊その他の災害の発生、周辺の農地に係る営農条

件に支障を生ずる恐れはありません。以上報告を終わります。 

 

それでは質疑のある方は挙手をお願いします。 

 

私の方からよろしいでしょうか。 

番号１番 土地面積と計画面積との関係で、計画に対して土地が

広い場合の申請で、過去に県から指摘があったと記憶しています

が、今回の事案は許可が出る案件でしょうか。 

 

結論から申し上げれば許可が出る案件です。 

一般的な基準としては５００㎡くらいが、一軒建てる場合の妥当

な面積とされていますが、土地の形などで建築に適しない用地部分

があれば５００㎡を超える場合でも許可対象と判断されます。今回

の案件については。周囲の道路幅も狭く、土地の面積の割には、狭

くなっている場所もあり、建築が可能な用地が限られていまして、

駐車場用地としても使用できない状況ですので５００㎡を超えて

いますが問題ないと判断しています。 

 

その他質疑はございませんか。 

 

上の田との段差がありますが、埋め立てをするのですか。 

 

（写真を示す）上の田が高い状況です。 

上の田んぼと申請地との境でお互いにトラブルが無いように、田

んぼとの境の申請地側に側溝を新設し、農地に迷惑をかけないよう

に計画しています。 

 

無いようでしたら採決します。 

 

議案第２号 農地法第５条第１項に規定する許可申請について、

原案どおり賛成の農業委員は挙手をお願いします。 

（農業委員挙手） 
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議⾧ 

 

 

議⾧ 

 

 

事務局 

 

 

 

 

議⾧ 

 

 

 

農業委員 

 

議⾧ 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

全員賛成でございます。議案第２号について原案のとおり許可相

当として県知事に意見書を送付します。 

 

次に、議案第３号 農用地利用集積計画について、事務局説明を

お願いします。 

（事務局説明） 

 次に、議案第３号 農用地利用集積計画書についてご説明いたし

ます。別冊の議案書の最後のページ２ページをご覧ください。新規

の設定です。３年未満の合計件数は１件で、面積５，１２０㎡です。

以上です。 

 

質疑はありませんか。 

無いようでしたら、ご承認をお願いします。承認される農業委員

は挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

全員承認です。議案第３号は原案のとおり承認されました。 

以上で、本日の議案の審議はすべて終了いたしました。 

引き続き、報告事項について事務局説明をお願いします。 

 

（事務局 報告事項） 

続きまして、報告事項に移らせていただきます。 

報告第１号 別冊の農用地利用集積等促進計画についてご説明

いたします。別冊の農用地利用集積等促進計画をお開きください。 

同計画は、農地中間管理機構による契約について、農業委員会の意

見聴取を行うものです。内容にご意見が無ければ、農林課を経由し

て、機構へ意見の報告を行います。最終的には、大分県がこの計画

内容を公告します。 

 

続きまして議案集４ページをお開きください。 

報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による相続による
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議⾧ 

 

農業委員 

 

議⾧ 

所有権移転が３件提出されております。詳細は、ご一読ください。 

 

報告第３号 農地法第１８条による合意解約通知書が８件出さ

れております。詳細は、ご一読ください。 

以上で議案集記載の報告事項を終わります。 

 
 次に、協議、連絡事項を説明いたします。 

（資料に沿って説明） 

 

協議、連絡事項について、委員からご発言があれば挙手をお願い

いたします。 

（発言なし） 

 

よろしいですか。 

それでは、以上をもちまして、玖珠町農業委員会８月定例総会

を閉会します。  
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